
  

６月定例月議会における議案に対する意見募集 
 

 No.４ 放置自転車対策事業費（債務負担行為） 

  近鉄四日市駅南自転車等駐車場、近鉄四日市駅北自転車等駐車場及びレンタサイクル

の施設運営、管理について、指定管理者制度により民間事業者等が有するノウハウを活

用し、市民等のサービス向上と管理経費の縮減等を図ろうとするものです。 

今回の事業に対するご意見を募集します。 

 

１．内容 

現在の指定管理期間が、令和８年度で終了することから、次期指定管理者を公募によ

り選定するため、債務負担行為を計上する。 

 

（１）指定管理の業務内容及び施設名称 

  ①使用許可や使用料の徴収など自転車等駐車場の運営及び管理 

近鉄四日市駅南自転車等駐車場  

    近鉄四日市駅北自転車等駐車場   

  ②自転車の貸出などレンタサイクルポートの運営及び管理 

レンタサイクルポート近鉄（近鉄四日市駅北自転車等駐車場内） 

レンタサイクルポートＪＲ（ＪＲ四日市駅構内） 

 

（２）指定管理者に委託する附帯業務 

  〇放置禁止区域における放置自転車等の巡視撤去・保管返還業務 

〇湯の山線高架下自転車等駐車場管理業務 

 

（３）指定管理期間 

  令和９年度から令和13年度まで（５年間） 

 

２．債務負担行為（追加） 

・近鉄四日市駅南・北自転車等駐車場の指定管理に係る協定 

限度額  ８４，５００千円 

期 間  令和８年度から令和13年度まで 

 

・放置禁止区域における放置自転車等の巡視撤去・保管返還業務委託費 

限度額  ６８，０００千円 

期 間  令和８年度から令和13年度まで 

 

・湯の山線高架下自転車等駐車場管理業務委託費 

限度額   ７，０００千円 

期 間    令和８年度から令和13年度まで  
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